
Ⅱ　全体財務書類

　１　財務書類４表（全体）

（単位：百万円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 172,489 固定負債 80,211
有形固定資産 151,656 地方債等 61,595
事業用資産 62,217 長期未払金 -
土地 14,063 退職手当引当金 6,338
立木竹 5,921 損失補償等引当金 1
建物 89,154 その他 12,278
建物減価償却累計額 △ 50,324 流動負債 12,471
工作物 11,019 １年内償還予定地方債等 6,400
工作物減価償却累計額 △ 8,782 未払金 1,213
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 -
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 578
航空機 - 預り金 205
航空機減価償却累計額 - その他 4,074
その他 - 92,682
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,167 固定資産等形成分 176,969

インフラ資産 81,330 余剰分（不足分） △ 80,712
土地 8,217 他団体出資等分 -

建物 6,258

建物減価償却累計額 △ 2,569

工作物 159,117

工作物減価償却累計額 △ 89,924

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 233

物品 16,035

物品減価償却累計額 △ 7,927

無形固定資産 2,576

ソフトウェア 116

その他 2,460

投資その他の資産 18,258

投資及び出資金 4,457

有価証券 3,405

出資金 1,052

その他 -

投資損失引当金 △ 1

長期延滞債権 455

長期貸付金 13

基金 13,367

減債基金 -

その他 13,367

その他 7

徴収不能引当金 △ 40

流動資産 16,449

現金預金 9,906

未収金 1,579

短期貸付金 -

基金 4,480

財政調整基金 4,480

減債基金 -

棚卸資産 237

その他 273

徴収不能引当金 △ 25

繰延資産 - 96,256

188,938 188,938

全体貸借対照表
（平成３０年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計
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（単位：百万円）

金　　　額

経常費用 51,962
業務費用 28,333
人件費 9,133
職員給与費 7,406
賞与等引当金繰入額 575
退職手当引当金繰入額 653
その他 499

物件費等 18,000
物件費 11,010
維持補修費 740
減価償却費 5,741
その他 510

その他の業務費用 1,199
支払利息 478
徴収不能引当金繰入額 42
その他 679

移転費用 23,630
補助金等 18,165
社会保障給付 4,046
他会計への繰出金 1,414
その他 5

経常収益 10,267
使用料及び手数料 9,105
その他 1,162

純経常行政コスト 41,695
臨時損失 282
災害復旧事業費 188
資産除売却損 37
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 56

臨時利益 39
資産売却益 37
その他 3

純行政コスト 41,937

全体行政コスト計算書
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目
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（単位：百万円）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 92,715 166,602 △ 73,956 69
純行政コスト（△） △ 41,937 △ 41,937 -
財源 43,662 43,662 -
税収等 32,732 32,732 -
国県等補助金 10,930 10,930 -

本年度差額 1,725 1,725 -
固定資産の変動（内部変動） 426 △ 426
有形固定資産等の増加 6,215 △ 6,215
有形固定資産等の減少 △ 5,778 5,778
貸付金・基金等の増加 1,753 △ 1,753
貸付金・基金等の減少 △ 1,765 1,765

資産評価差額 - -
無償所管換等 126 126
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 △ 69 △ 69
その他 1,759 9,815 △ 8,056
本年度純資産変動額 3,541 10,367 △ 6,757 △ 69
本年度末純資産残高 96,256 176,969 △ 80,712 -

全体純資産変動計算書
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目
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（単位：百万円）

金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 46,041
業務費用支出 22,412
人件費支出 9,037
物件費等支出 12,174
支払利息支出 478
その他の支出 723

移転費用支出 23,630
補助金等支出 18,165
社会保障給付支出 4,046
他会計への繰出支出 1,414
その他の支出 5

業務収入 52,172
税収等収入 32,381
国県等補助金収入 9,440
使用料及び手数料収入 9,224
その他の収入 1,127

臨時支出 239
災害復旧事業費支出 188
その他の支出 51

臨時収入 117
業務活動収支 6,009
【投資活動収支】
投資活動支出 7,793
公共施設等整備費支出 6,091
基金積立金支出 1,212
投資及び出資金支出 1
貸付金支出 489
その他の支出 -

投資活動収入 3,001
国県等補助金収入 1,280
基金取崩収入 1,178
貸付金元金回収収入 488
資産売却収入 52
その他の収入 2

投資活動収支 △ 4,792
【財務活動収支】
財務活動支出 8,328
地方債等償還支出 8,315
その他の支出 12

財務活動収入 6,687
地方債等発行収入 6,687
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,641
本年度資金収支額 △ 424
前年度末資金残高 6,138
本年度末資金残高 5,713

前年度末歳計外現金残高 4,196
本年度歳計外現金増減額 △ 2
本年度末歳計外現金残高 4,193
本年度末現金預金残高 9,906

全体資金収支計算書
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目
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２ 注 記（全体） 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産・・・・取得原価 

ただし，開始時の評価基準及び評価方法については，次のとおりです。 

ア 昭和５９年度以前に取得したもの・・・・・再調達原価 

ただし，道路，河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

イ 昭和６０年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの・・・取得原価 

取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価 

ただし，取得原価が不明な道路，河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

② 無形固定資産・・・・取得原価 

ただし，開始時の評価基準及び評価方法については，次のとおりです。 

取得原価が判明しているもの・・・取得原価 

取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価 

なお，病院事業会計及び水道事業会計においては，原則，取得原価としています。 

 

（２）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的有価証券・・・・・・・・・・・償却原価法（利息法） 

ただし，病院事業会計については，償却原価法（定額法）によっています。 

② 満期保有目的以外の有価証券 

     ア 市場価格のあるもの・・・・・・・・・・会計年度末における市場価格 

     イ 市場価格のないもの・・・・・・・・・・取得原価 

③ 出資金 

     ア 市場価格のあるもの・・・・・・・・・・会計年度末における市場価格 

     イ 市場価格のないもの・・・・・・・・・・出資金額 

 

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

個別法に基づく低価法 

   ただし，病院事業会計及び水道事業会計については，先入先出法による原価法によっています（貸借対照 

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）。 

 

（４）有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）・・・・定額法 

ただし，水道事業会計の取替資産については取替法によっています。 

なお，主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物４年～５０年 ，工作物６年～７５年 ，物品２年～２０年 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）・・・・定額法 

   （ソフトウェアについては，当市における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。） 

③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリース取引及びリ 

ース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。ただし， 

病院事業会計は，リース期間が１年以内のファイナンス・リース取引を除きます。） 

・・・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法      
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（５）引当金の計上基準及び算定方法 

① 投資損失引当金 

市場価格のない投資及び出資金のうち，連結対象団体（会計）に対するものについて，実質価額が著 

しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。 

② 徴収不能引当金 

未収金については，過去５年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。 

長期延滞債権については，過去５年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。 

     ただし，水道事業会計については，いずれも過去３年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計

上しています。 

③ 退職手当引当金 

    期末自己都合要支給額を計上しています。 

④ 損失補償等引当金 

     履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち，地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

  ⑤ 賞与等引当金 

     翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について，

それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

 

（６）リース取引の処理方法 

   ① ファイナンス・リース取引 

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリース契約１件 

当たりのリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。ただし，病院事 

業会計は，リース期間が１年以内のファイナンス・リース取引を除きます。） 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

イ ア以外のファイナンス・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

   ② オペレーティング・リース取引 

     通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

（７）全体資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金，要求払預金）及び現金同等物（３か月以内の短期投資等） 

なお，現金及び現金同等物には，出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。 

    

（８）消費税の会計処理  

消費税等の会計処理は，税込方式によっています。 

ただし，病院事業会計及び水道事業会計については，税抜方式によっています。 

 

（９）物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については，取得価額又は見積価格が５０万円（美術品は３００万円）以上の場合に資産として計 

上しています。ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 

ただし，病院事業会計及び水道事業会計については，取得価額又は見積価格が１０万円以上の場合に資 

産として計上しています。 
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２ 重要な会計方針の変更等 

該当ありません  

 

３ 重要な後発事象 

   平成３０年７月６日～７日にかけて発生した平成３０年７月豪雨災害により，被災地域の建物及び工作物

等において多大な被害を受け，臨時損失としてその原状回復費用及びその他復旧等に係る費用の発生が，平

成３０年度で４，９２２百万円，平成３１年度で２，０２７百万円程度見込まれています。 

   

４ 偶発債務 

（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況 

   他の団体（会計）等の金融機関等からの借入債務に対し，保証を行っています。 

団体（会計）等名 確定債務額 

履行すべき額が確定していない 

損失補償債務額 
総  額 

損失補償等引当金

計上額 

貸借対照表 

未計上額 

個人 －百万円 １百万円 －百万円 １百万円 

計 －百万円 １百万円 －百万円 １百万円 

  

（２）係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

   該当ありません 

 

５ 追加情報 

（１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

   ① 全体財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

     一般会計，国民健康保険特別会計，診療所特別会計，介護保険特別会計，介護サービス，後期高齢者

医療特別会計，土地取得特別会計，病院事業会計，水道事業会計  

   ② 地方公営企業法の財務規定等が適用されていない地方公営事業会計のうち，当該規定等の適用に向け

た作業に着手しているものについては，連結対象団体（会計）の対象外としています。したがって，一

般会計等における他会計への繰出金等が内部相殺されない場合があります。 

会計名 地方債残高 他会計繰出金 

下水道事業特別会計 ９，４０４百万円 １，００５百万円 

農業集落排水事業特別会計 ３，３２７百万円 ４０９百万円 

計 １２，７３１百万円 １，４１４百万円 

   

（２）出納整理期間 

地方自治法第２３５条の５に基づき出納整理期間が設けられている会計においては，出納整理期間におけ

る現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

なお，出納整理期間を設けていない会計と出納整理期間を設けている会計との間で，出納整理期間に現金

の受払い等があった場合は，現金の受払い等が終了したものとして調整しています。 

 

（３）表示単位未満の取扱い 

   百万円未満を四捨五入して表示しているため，合計金額が一致しない場合があります。 
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（４）売却可能資産の範囲及び内訳は，次のとおりです。 

ア 範囲 

     売却が既に決定している又は近い将来売却が予定されていると判断される資産 

   イ 内訳 

     事業用資産 ２０百万円（７４百万円） 

      土地   １４百万円（７４百万円） 

      建物    ６百万円（ ０百万円） 

     平成３０年３月３１日時点における売却可能価額を記載しています。 

     売却可能価額は，地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によっています。  

     上記の（７４百万円）は貸借対照表の帳簿価額を記載しています。 
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